
 

 

 
平成 20 年度 

 

事 業 報 告 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



目     次 
ページ  

 

Ⅰ 主要項目別事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

  １ 国際活動の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

  ２ 国内災害救護体制の充実強化・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８  

 

  ３ 健康・安全のための知識と技術の普及・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

  ４ 医療事業の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 

  ５ 看護師の教育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

 

  ６ 血液事業の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

 

７ 社会福祉事業の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

 

  ８ 青少年赤十字の活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

 

９ 赤十字ボランティアによる活動・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

 

 １０ 社員募集の推進と財政基盤の強化・・・・・・・・・・・・・・・・６９ 

 

１１ 広報体制の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

 

１２ 職員の資質向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７ 

 

１３ 業務の適正な執行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８ 

 

Ⅱ 施設整備等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９ 

 

  施設の移転・増改築工事等(平成 20 年度竣工) ・・・・・・・・・・・・７９ 

   

Ⅲ 日本赤十字社現勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 



Ⅰ 主要項目別事業報告 

 

１ 国際活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）武力紛争や政情不安による犠牲者支援 

 国連開発計画の発表によると、過去 20 年間に発生した武力紛争による死

者は、300 万人を超えています。その武力紛争の 3割以上が、世界の最貧国

が集中するアフリカ地域で発生しています。 

 日本赤十字社は、平成 20 年度も、長年にわたって続く武力紛争や突発的

な騒乱など、様々な人道危機に対応するため、資金援助や、医師や看護師

の派遣による、医療救援活動や現地医療スタッフへの教育などを行いまし

た。主な事業は以下のとおりです。 

 

ア ガザ人道危機 

パレスチナ自治区のガザ周辺の地域では、平成 20 年 12 月 27 日からイス

ラエルとパレスチナとの武力衝突が始まり、平成 21 年 1 月 18 日の停戦合

意までに死者 1,300 人以上、負傷者 5,300 人以上という甚大な被害をもた

らしました。 

日本赤十字社は、国際赤十字の調整のもと、2,400 万円の資金援助を行い、

パレスチナ赤新月社及びダビデの赤盾社（イスラエルの赤十字社に相当）

が行う、負傷者等の救急搬送や緊急診療所の開設、こころのケア、輸血用

血液の備蓄等の活動を支援しました。 

 

イ パキスタン紛争 

パキスタンでは、平成 20 年 8 月から、アフガニスタンとの国境に近い  

バジャウル地区においてパキスタン軍と武装勢力の戦闘が激化し、40 万人

以上の避難民が発生しました。こうした避難民の 80％は女性や子どもと 

いわれており、現地の病院には紛争による負傷者が殺到しました。  

赤十字国際委員会（以下「ＩＣＲＣ」という。）は、パキスタン赤新月社

事業の概要 

平成 20 年度は、ミャンマーサイクロン、中国大地震など、相次ぐ大規模災害に

対して、救援・復興支援事業を実施しました。ジンバブエでは、コレラが大発生

し甚大な被害が生じたため、ＥＲＵチームを派遣して救援活動にあたりました。

さらに、世界各地で絶え間なく続く紛争や自然災害、感染症、保健衛生上の問題

などに対して、国際赤十字のネットワークと、日本赤十字社の人材やノウハウを

活かして人道支援を実施しました。 



と連携し、食料、生活用品及び防寒具の配布、清潔な飲料水等の供給及び  

衛生施設の設置、負傷者に対する医療活動等を実施しました。 

また、離散家族支援の一環として、パキスタン赤新月社の協力も得なが

ら、今回の戦闘により被災した家族間での連絡ができるように携帯電話サ

ービス等を実施しました。 

 日本赤十字社は、これらの活動を行うＩＣＲＣからの援助要請に応え、

2,150 万円の資金援助を行うとともに、ＩＣＲＣのペシャワール病院に病院

事業責任者として日本赤十字社の看護師を派遣しています。 

 

ウ アフガニスタン人道危機 

長引く国内紛争により、アフガニスタンの人々は依然として人道的危機

に直面しています。特に平成 20 年初頭の冬は厳しく、ＩＣＲＣはアフガニ

スタン全土において、食料支援等の人道活動を拡大しました。さらに、世

界的な食料価格の高騰もあり、アフガニスタン北部の人々は、紛争に加え

て、食料生産量が減尐した結果、価格が高騰するという厳しい状況に置か

れています。 

ＩＣＲＣは、アフガニスタン赤新月社と共に、北部 5 県の紛争被災地に

おいて 10 万 5,000 人（15,000 世帯）を対象に食料支援等の活動を行ってお

り、日本赤十字社は、ＩＣＲＣからの援助要請に応え、2,000 万円の資金援

助を行いました。 

このほか、日本赤十字社では同国のカンダハールの病院を支援するため、

ＩＣＲＣの要請を受けて日本赤十字社の医師と薬剤師を約半年間派遣し、

妊婦や婦人の患者を診療する現地医療関係者の支援を行いました。 

 

エ タンザニアにおける難民支援 

アフリカ東部のタンザニアは、隣国のコンゴ民主共和国やブルンジ共和

国などから政情不安や迫害を逃れた人々が流入しています。平成 21 年 6 月

現在、難民帰還が積極的に進められているものの、タンザニア赤十字社は

今なお 12 万人以上の難民に対し、保健医療サービス等を提供しています。 

日本赤十字社は、タンザニア赤十字社のコンゴ・ブルンジ難民支援事業

を継続的に支援しています。平成 20 年度は、約 2,200 万円の資金援助を行

ったほか、看護師 1 人を派遣し、難民キャンプにおける保健医療活動を支

援しました。 

 

 

 





49%

15%

5%

8%

20%

3%

緊急救援活動

4億8,991万円

職員派遣・本社事業管理

2,526万円

災害対応能力強化

5,314万円

保健･衛生

8,353万円

シェルター

1億9,497万円

事業執行総額

10億131万円

生計再建

1億5,450万円

 

イ 中国大地震救援・復興支援 

平成 20 年 5 月 12 日に発生した中国四川省

を震源とするマグニチュード 8 の大地震は、

死者、行方不明者あわせて 8万 7,000 人以上

という未曾有の被害をもたらしました。緊急

救援においては、地震で家を失った 450 万世

帯や、余震におびえる被災者のためのテント

の供与が急務であったことから、日本赤十字

社はテント 9,400 張余りをいち早く被災地に

届けた他、石鹸やタオル等の衛生用品、また

米や油などの食料の支援も行いました。 

 被災地では、中国政府の迅速な対応により、

都市部を中心に早い段階から仮設プレハブ

住宅が立ち並びましたが、多くの被災者が住む山間の農村部では、人々が

所有する農地の近くに点在するため、各自が廃材やテントなどを組み合わ

せて作った急場しのぎの住居で厳しい冬を迎えました。このような被災者

約 8万 2,000 人に対して、越冬支援として布団と防寒服を届けました。 

越冬支援の布団を受け取る 

四川省の被災者 

ミャンマーサイクロン災害復興支援事業 執行総額 



 また、本格化する復興支援事業に向けて、平成 20 年 10 月に駐在員を派

遣し、主に学校、病院、住宅の再建を柱とした復興支援事業に取り組んで

います。学校及び病院の多くは今もなお仮設プレハブ施設等で授業や診療

を続けており、日本赤十字社は被災した 3 省（四川省、甘粛省、陝西省）

において、外部からの支援がまだ得られていない地域を中心に、学校 14校、

病院 59 ヶ所の再建に関する事業協定書を締結しました。また、国際赤十字

を通じ、約 9,000 世帯を対象に住宅再建の支援も行っています。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

中国大地震復興支援事業 執行総額 

22%

8%

9%

13%

47%

0.1%

1%

職員派遣・本社事業管理

4,301万円

住宅

18億6,661万円

越冬支援

3億1,045万円

教育

3億5,867万円

保健医療

5億1,778万円

事業執行総額

39億9,014万円

緊急救援

8億8,807万円
災害対策

555万円



ウ ジンバブエ・コレラ救援 

  ジンバブエ共和国では、平成 20 年 11 月

上旬から首都ハラレを中心にコレラが大発

生し、12 月中旬には死者 1,000 人以上、感

染者は 20,000 人以上という深刻な状況を

もたらしました。 

このような事態を改善するため、日本赤

十字社は、国際赤十字からの支援要請に基

づき、コレラ患者への救援活動及び地域住

民への予防等公衆衛生活動を支援するため

ＥＲＵ（緊急対応ユニット）を派遣しまし

た。 

日本赤十字社のＥＲＵは、平成 20 年 12

月 18日から平成 21年 3月 18日まで合計 3

班 30 人が派遣され、首都ハラレ北西部のマ

ショナランド・ウェスト州、チルンジュ及

びカロイを中心とした地域を活動の拠点として、以下の活動を展開しまし

た。 

・コレラ感染者の発生状況の継続的な調査 

・仮設診療所の立ち上げ支援、既存の診療所の対応能力強化 

・各地域を巡回しての衛生教育 

・ジンバブエ赤十字社の対応能力強化 

   

なお、これらの活動は、日本赤十字社のＥＲＵの派遣が終了した後も、

ジンバブエ赤十字社及びジンバブエ保健省の主導の下で継続されることに

なっています。 

 

緊急対応ユニット（ＥＲＵ）について 

緊急対応ユニット（Emergency Response Unit：ＥＲＵ）は、緊急事態や大規模災害発

生時に必要とされるサービス提供のために各国赤十字社・赤新月社が整備している訓練さ

れた専門家チーム及び資機材の総称です。現在、16 カ国で 6種類 35 基のＥＲＵが設備さ

れており、緊急時には、国際赤十字・赤新月社連盟の調整の下、これらのＥＲＵが集まり

総合的な救援活動を行います。 

 

 

 

診療所支援のための医薬品等を

搬送する日本赤十字社の看護師 

四川省の被災者 



18%

32%

3%

14%

5%

1%

11%

10%

5% 1%

事業執行総額

95億9,700万円

緊急救援

17億7,200万円

本社事業管理

1億3,900万円

アジア･太平洋地域

防災体制強化

5億2,300万円

国際赤十字を通じたインドネシアと

スリランカ以外の被災国支援

9億1,500万円

職員派遣

10億3,100万円

被災児童支援

4億7,000万円

保健医療

13億6,600万円

インドネシアとスリランカ

赤十字社の体制整備

6,300万円

災害対策

2億6,400万円

住宅再建

30億5,400万円

  エ スマトラ島沖地震・津波災害復興支援 

平成 16 年 12 月に発生し未曾有の被害をもたらしたスマトラ島沖地震・

津波災害の復興支援事業は、被災者の生命と健康を守り、将来の災害に備

えることを目的に、平成 17 年度から平成 21 年度までの 5 ヵ年計画で実施

しています。これまでに 105 億 9,340 万円の総事業予算のうち、91％が救

援・復興支援事業に活用されました。平成 20 年度までの主な事業実績は下

表のとおりです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマトラ島沖地震・津波災害救援・復興支援事業 執行総額 

（平成 16～20 年度累計） 

平成 20 年度までの主な再建事業 

支　部　分　野　等 実　績 国

住宅 2,073戸 インドネシア・スリランカ・モルティブ

保健医療施設 31ヵ所 インドネシア・スリランカ

救護倉庫 2ヵ所 インドネシア・スリランカ

被災地域支部 3ヵ所 インドネシア・スリランカ

マングローブ植林 12万本 インドネシア

保健ボランティア養成 168人 インドネシア・スリランカ

水上安全法救助員等養成 356人 スリランカ



61%8%

11%

6%

8%

4% 2%

緊急救援

14億2,493万円

職員派遣・本社事業管理

4,035万円

保健医療

1億8,000万円

給水・衛生

2億6,464万円

災害対策

1億4,000万円

教育支援

1億7,837万円

パキスタン赤新月社

災害対応強化

9,563万円

事業執行総額

23億2,392万円

オ パキスタン北部地震災害復興支援 

平成 17 年 10 月の発災から 3 年目を

迎えたパキスタン北部地震の被災地で

は、日本赤十字社による支援が継続し

ています。 

平成 20 年度は、衛生教育活動及び給

水・衛生施設の再建支援事業を実施し

ました。また、農業支援と小規模イン

フラ再建（道路や灌漑設備の整備等）

を中心とした生活再建事業を進め、被

災地域の自立に向けての活動を続けてきました。 

さらに、被災中学校 3校、職業訓練センター2ヶ所、パキスタン赤新月社

マンセラ県支部の再建事業も継続中です。 

 

 

 

 

 

パキスタン北部地震災害復興支援事業 執行総額 

（平成 17～20 年度累計） 

水車を再建した村の村長らと会談する駐在員 



22%

15%

10%12%

13%

15%

4%

1%
8%

障害者支援

3億5,147万円

地域開発支援

9,946万円

災害対応能力強化

3億582万円

教育支援

2億7,638万円

保健医療衛生

2億3,771万円

居住・生活再建

3億5,159万円

緊急救援

5億742万円

職員派遣・事業管理

1億6,937万円

その他

1,497万円

事業執行総額

23億1,419万円

カ ジャワ島中部地震災害復興支援 

日本赤十字社は、平成 18 年 5 月に

発生したインドネシア・ジャワ島中部

地震に対して、緊急救援活動に引き続

き、仮設住宅の設置や被災児童への学

童キット（ノート、鉛筆等）の配布、

地域保健センターの再建などの復興

支援事業を行ってきました。発災から

3 年目となる平成 20 年度は、障がい

者や貧困層など社会的弱者層の自立

を目指し、被災した身障者への生業支

援や、身障者雇用施設（玩具製造作業

所）の再建、障がい児特殊学校衛生施設の設置等の事業を行ってきました。

また、貧困地域における乾季の渇水対策として、ジャワ島に固有の相互扶

助システムを活用し、雤季の間に雤水をためる貯水槽を地域住民の手によ

り設置する事業を進めました。 

   

   

   

 

日本赤十字社から学童キットを受け取った児童 

ジャワ島中部地震災害復興支援事業 執行総額 

（平成 18～20 年度累計） 
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キ ベトナム災害対策事業 

多くの台風が襲来するベトナ

ムにとって、災害対策は大きな課

題です。日本赤十字社は、防波効

果を持つマングローブを沿岸地

域の堤防の外側に植林し、台風に

よる高潮の威力を弱めて堤防を

保護することでその決壊を防ぎ、

沿岸住民の生命と財産を守る取

り組みを続けてきました。平成

20 年度には、新たに 275 ヘクタ

ールの土地にマングローブを植林し、これまで 12 年間にわたり植林された

面積は延べ 9,860 ヘクタールに達しました。 

   マングローブ林は災害対策の効果だけでなく、マングローブの根元に集

まる魚介類の採取やマングローブの花を利用した養蜂業が地域住民の収入

向上に大きく貢献しています。また、河川堤防の保護のために植林した竹

林が成長し、そこから収穫される竹の子が地域住民に安定的な収入をもた

らしています。 

   植林以外の取り組みとして、各種の災害対策研修をベトナム赤十字社や

地方行政機関の職員、地域の学校の教師と学生を対象に実施しており、平

成 20 年度中は延べ約 24,000 人に研修を実施しました。 

    

 
マングローブ植林延べ面積累計 

マングローブの植林を行う住民 

ha 



 （３）保健・医療支援 

 世界保健機関（ＷＨＯ）と国連児童基金（ＵＮＩＣＥＦ）の共同報告に

よると、現在世界では 11 億人が安全な水を得ることができず、26 億人が衛

生設備を利用できない状況にあります。水や衛生の問題により、予防・治

療が可能な結核やマラリアなどの疾病の蔓延に繋がり、毎年多くの乳幼児

や妊産婦の命を奪っています。 

また、ＨＩＶ・エイズや鳥インフルエンザなど地球規模での感染拡大が

懸念される感染症が、人類の脅威となっています。 

平成 20 年度は、アジア・アフリカ地域を中心に保健・衛生の改善に取り

組み、日本赤十字社の医療の人材やノウハウを活用した支援や資金援助を

実施しました。 

 

ア ケニアにおける保健衛生事業 

東アフリカのケニアは、都

市部を中心とした経済発展

にもかかわらず、度重なる干

ばつによる食料危機と脆弱

な公衆衛生システムによっ

て、子どもや妊婦などの健康

に甚大な影響が出ています。

日本赤十字社はケニア赤

十字社とともに、地域保健師

やボランティアを軸とした住

民ネットワークを強化し、人々

の保健医療サービスへの利用

可能性を向上させることを目的とした保健衛生事業を 5ヵ年の計画で平成

19 年度から開始しました。 

平成 20 年度には、将来、事業の効果を測るために現状の保健衛生状態 

の把握を目的とした調査を住民 762 人と保健施設 7ヶ所を対象に行いまし

た。また、地域における保健衛生活動の中心的な役割を担う 87 人のボラン

ティアと地域保健師を選定し、感染症や母子保健等の必要な研修を受講後

に地域住民への衛生教育を実施しました。さらに保健サービスのアクセス

の悪い地域を中心とした移動診療を 5回実施し、約 13,000 人に保健サービ

ス（子供への予防接種、栄養補給、診療と治療、蚊帳の配布等）を提供し

ました。 

 

蚊を媒介して感染するマラリア予防のために 

配布した蚊帳を受け取る子ども達 



インドネシア赤十字社の職員と打合せ

をする日本赤十字社の職員 

 

イ ＨＩＶ・エイズ対策事業 

 （ア）ジンバブエ 

 サハラ砂漠以南のアフリカ地域は、世界のＨＩＶ陽性者の 6 割を占

めており、最もＨＩＶ感染が蔓延している地域です。日本赤十字社は、

その中でも特に深刻な状況にあるジンバブエにおいて、ジンバブエ赤

十字社が行うＨＩＶ・エイズ対策事業を支援しています。平成 20 年度

は、予防、在宅看護ケア、孤児支援、ジンバブエ赤十字社の事業管理

能力強化のための支援活動を行いました。また、健全な事業実施を行

うために、職員 1人を派遣しています。 

 

 （イ）インドネシア 

 平成 16 年度からインドネシアの

北スマトラ州において、ＨＩＶ・エ

イズ対策事業を実施しています。現

在、平成 19 年度からの第 2 次 3 ヵ

年計画に基づき、①感染リスクの高

い性産業従事者などにＨＩＶ・エイ

ズに関する正しい知識と予防策の

普及、②ＨＩＶ陽性者やエイズ患者

へのケアとサポート、③差別・偏見

防止のキャンペーンなどの啓発活動

を実施して、ＨＩＶ感染者、エイズ

患者に対する社会的な差別と偏見を防止することの 3 つを柱に活動を

継続しています。 

 平成 20 年度は、ＨＩＶ・エイズの予防教育に携わるボランティア約

1,000 人を養成すると共に、約 16,700 人の地域住民や学生に正しいＨ

ＩＶ・エイズの情報を提供しました。なお、現地には日本赤十字社か

ら職員 1 人を継続して派遣しています。 

 

ウ 赤十字病院の人材を活かした保健医療支援事業 

平成 17 年度からインドネシア、フィリピン、モンゴルにおいて、保健医

療サービスの向上を目的とした事業の支援を行うとともに、インドネシア、

フィリピンには、日本赤十字社の医師・看護師等を継続的に派遣していま

す。 

平成 20 年度中、インドネシアでは同国赤十字社のボゴール病院に、医療

資機材 2 台を整備したほか、日本赤十字社から派遣された医師や看護師等



が、現地の医療スタッフに助言・指導

を行いました。フィリピンでは、事業

対象の村民に対して健康に関する基

礎調査を行い、解決すべき問題点の分

析を行うとともに、約 3,800 人の住民

を対象とした保健教育を実施し、人々

の健康を守る地道な活動に取り組ん

でいます。 

これらの事業を通じて、日本赤十字

社から派遣した職員が海外の開発協

力の現場での経験を積むことで、今後、

国際救援や開発協力の第一線で活躍

する人材の育成をも目指しています。 

 

  エ 救急法等講習普及支援事業 

人々をケガや病気から守ることは

赤十字の重要な使命の一つです。特         

に救急医療体制が未整備で、医療サ

ービスへのアクセスが限られている

地域では、ケガや病気が直接、命に

かかわることも尐なくありません。

日本赤十字社は、東ティモール、

パキスタン、カンボジア、ミャンマ

ーで救急法等講習普及支援事業を実

施しています。  

東ティモールでは、国内全土で救急法の普及に取り組んでいます。カン

ボジアには日本赤十字社の救急法指導員を短期で派遣し、同国赤十字社の

講習カリキュラムと教本の作成について助言を行いました。また、平成 20

年 5 月に発生したサイクロン「ナルギス」により甚大な被害を受けたミャ

ンマーでは、その影響により事業が一時中断したものの、約 8,000 人の住

民を対象に衛生救急法等の講習会を実施しました。 

 

 （４）人道問題に対する国民の関心喚起 

イベントや広報媒体を通じて、紛争や災害によって苦しむ人々の現状、

赤十字の救援活動や国際人道法の普及などの取り組みを広く伝え、赤十字

に対する理解・協力を求めました。 

インドネシア赤十字社ボゴール病院

の看護師に創処置の方法を指導する

日本赤十字社看護師 

村の住民を対象とした救急法講習会

（東ティモール） 



また、「ＮＨＫ海外たすけあい」キャンペーンの一環として実施する「赤

十字シンポジウム」では、平成 20 年 5 月に発生したミャンマーの大型サイ

クロンと中国の大地震を事例に、「災害における海外からの人道支援のあり

方」について国連やＮＧＯなどの援助関係者と共に近衞社長もパネリスト

として出演し、議論を交わしました。そのほか、国際協力団体が集う広報

イベント等にも積極的に参加しました。また、「赤十字国際ニュース」など

を通じて国際人道法に関連した国民の関心喚起を行いました。 

 

（５）国際赤十字への貢献 

ア 分担金等拠出 

国際赤十字の活動基盤を支えるため、日本赤十字社は、平成 20 年度に、

紛争等の犠牲者に対し人道支援活動を行うＩＣＲＣに対し任意拠出金約

6,800 万円相当、災害救護をはじめ、各国赤十字社の人道的な活動を支援す

る連盟に対し分担金約 2億 1,400 万円相当を拠出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国際赤十字への政策論議への貢献 

国際赤十字が主催する会議等に日本赤十字社の役職員が参加し、その 

政策・方針や事業運営について提言を行い、活動の円滑な推進を図りまし

た。日本赤十字社は、アジア・太平洋地域を代表する連盟副会長を擁する

赤十字社として、地域内の各社間の調整的役割を担いました。 

また、平成 21 年 2 月に日本に戦後 60 年ぶりにＩＣＲＣ駐日事務所が設

置され、同事務所への協力を通じ、ＩＣＲＣが日本政府への国際人道法の

履行確保の働きかけを行うと共にアジアに広がりをもつように支援を行い

ました。また、ＩＣＲＣの協力を得て、国際広報活動を行うことにより、

国内における「統一された赤十字のイメージ」の確立・周知を図りました。 
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ウ 昭憲皇太后基金への資金拠出 

平成 20 年度は、昭憲皇太后基金の利子から 10 カ国の赤十字社・赤新月

社の事業に対して、合計 46 万 9,598 スイスフラン(約 4,750 万円)が配分さ

れました。配分された資金は、地域に根ざした保健・衛生、災害対策等の

活動に用いられます。基金創設からこれまでに 1,196 万 8,674 スイスフラ

ン（約 12 億 1,200 万円）が配分されています。 

なお、平成 20 年 12 月 31 日現在の基金総額は、933 万 8,423 スイスフラ

ン（約 8 億 2,180 万円）となっていますが、基金の安定運用を図るため、   

日本赤十字社は、平成 15 年度から毎年 500 万円を超える資金を同基金へ拠

出しています。 

 

（６）国際活動実施体制の充実強化 

平成 20 年度は、ミャンマーで発生したサイクロンや、中国で発生した大

地震の被災者救援など緊急救援事業のほか、スマトラ島沖地震・津波災害や

ジャワ島中部地震への復興支援、その他紛争犠牲者の救援及び開発協力事業

のために、本社、支部、施設から合計 93 人の職員が派遣されました。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

海外への職員派遣実績 
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 (７）国際交流事業の展開 

 平成 20 年度には 49 件、516 人の奉仕団員、青尐年赤十字メンバー、職員

等日本赤十字社関係者が海外の赤十字社等を訪問し、海外の赤十字社等から

は 136 件、927 人を受け入れ、活発な国際交流・研修を実施しました。 

  

  

 （８）離散家族支援 

赤十字では、紛争や災害、国交の断絶等の避け得ない理由により離れば

なれになってしまった家族の再会を支援する活動を行っていますが、日本

赤十字社でも、災害発生時や国民保護法上で規定された有事の際には、国

内に在住及び滞在する外国人の安否調査をＩＣＲＣや各国赤十字社・赤新

月社と連携・協力して行うことになっています。 

平成 20 年度、日本赤十字社が新たに実施した安否調査は 64 件でした。

大部分が、国交のない朝鮮民主主義人民共和国と日本との間で離散した家

族間に関するものでした。 

一方、捕虜や抑留者、難民などが家族と連絡をとるための方法として「赤

十字通信」と呼ばれる往復書簡があります。平成 20 年度の日本赤十字社で

の取り扱いはありませんでしたが、ＩＣＲＣが仲介した世界各国での「赤

十字通信」は 321,444 通にのぼりました。 

また、日本赤十字社は、国民保護法上に規定された有事における外国人

の安否調査を円滑に実施するために、消防庁が保有する武力攻撃事態等に

おける安否情報収集・提供システムに接続するための協定を消防庁との間

で締結しました。今後も、この安否情報システムを利用した業務体制の整

備を進めていきます。 

国際交流の実施状況 人 
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 （９）在サハリン「韓国人」支援事業 

日本赤十字社は日本政府の委託を受け、平成元年から大韓赤十字社と共

同で、第二次世界大戦後サハリンに残留を余儀なくされた「韓国人」を対象

とした支援事業を実施しています。この事業によって、平成元年から平成

21 年 3 月までに、延べ約 1 万 6,400 人が韓国への一時帰国（複数回の帰国

者を含む。）を果たしました。 

これまでに約 2,800 人が韓国への永住帰国を果たしています。平成 13 年

度からは永住帰国者のサハリン渡航支援事業を開始し、平成 20 年度には永

住帰国者 359 人がサハリン等に親族を訪ねました。 

この他に、韓国への永住帰国をせずにサハリンに留まることを希望する

「韓国人」のための支援として建設され（平成 18 年 3 月に完成）、各種文化

プログラムや催し物を行う拠点となっているサハリン韓国文化センターで

は、平成 20 年度から医療相談窓口サービスの提供が開始されています。 

 

安否調査実施数 

件数 



事業の概要 

平成 20年 6 月には、岩手・宮城内陸地震が発生したため、直ちに被災地に救護

班やボランティアを派遣して、医療救護活動や救援物資の配付などを行いました。

また、将来の災害に備えて、dERU をはじめとする資機材の整備を進め、あわせて、

防災ボランティアの活動環境の整備や、災害被害を軽減する減災活動への取組み

も開始しました。また、発生が危惧される新型インフルエンザ（H5N1 型）への備

えを固めました。 

２ 国内災害救護体制の充実強化 

 

 （１）災害救護活動の実施 

平成 20 月 6 月 14 日に発生した

岩手・宮城内陸地震に際し、直ち

に被災地に職員を派遣して、被災

情報の収集にあたるとともに、救

護班を派遣して医療救護活動を展

開しました。避難所において被災

者に救援物資を配付したほか、看

護師等によるこころのケア活動を

行いました。 

 また、防災ボランティアによる、

情報の収集、救援物資の輸送、炊き出し等の活動を実施しました。 

７月及び 8月の大雨の際は、全国各地で多くの被害が発生し、特に被害が

大きかった愛知県では、被災地に防災ボランティアを派遣して炊き出しや救

援物資の配付を行いました。 

平成21年 1月23日には大分県大分市の造船工場において鋼鉄製のタラッ

プが落下し、タラップを渡っていた多数の作業員が岸壁や海中に転落すると

いう事故が発生したため、直ちに現場に救護班を派遣しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手・宮城内陸地震災害における医療救護活動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度 主な災害救護活動実施状況 

災害名 発生 被災規模 救護活動
死者・行方不明者23人

負傷者451人

全壊家屋30棟

半壊家屋143棟

一部破損家屋2,380棟

（平成21年1月13日現在）

死者1人

負傷者211人

全壊家屋1棟

一部破損家屋379棟

火災2件

（平成21年1月13日現在）

死者6人

負傷者13人

全壊家屋6棟

半壊家屋16棟

一部破損家屋61棟

床上浸水家屋536棟

床下浸水家屋2,464棟

（平成20年9月9日現在）

死者2人

負傷者7人

全壊家屋6棟

半壊家屋7棟

一部破損家屋41棟

床上浸水家屋3,106棟

床下浸水家屋19,354棟

（平成21年5月22日現在）

死亡2人

負傷者24人

（平成21年1月23日現在）

平成20年8月28日からの
大雨による被害
（愛知県ほか30都道府
県）

平成20年8月28日 救護班1個班を派遣したが、活
動する間もなく撤収。

毛布849枚、緊急セット331セッ
トを配付（配付の際にこころの
ケアも併せて実施）

ボランティアによる炊き出し
（600食分）

救護班11個班を派遣したが、全
ての救護班が途中撤収。

八戸赤十字病院にて7名の患者
を受け入れた。

救護班17個班（うち8個班は途
中撤収）を派遣（こころのケア
も併せて実施）

毛布1,300枚、安眠セット1,230
セット、緊急セット1,042セッ
ト等を配付

ボランティアによる情報収集、
救援物資の輸送、炊き出し、傾
聴等

南日本造船事故
（大分県）

平成21年1月23日 救護班2個班を派遣

岩手・宮城内陸地震
（岩手県、宮城県、秋
田県）

平成20年6月14日

岩手県沿岸北部を震源と
する地震
（青森県、岩手県、宮城
県）

平成20年7月24日

平成20年7月28日からの
大雨による被害
（富山県、石川県ほか13
府県）

平成20年7月28日 毛布120枚、緊急セット78セッ
ト等を配付



 なお、平成 20 年度に、日本赤十字社に寄せられた災害義援金は次のとお

りです。義援金は、被災県の義援金募集配分委員会を通じて被災者に配分さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害名 受付金額 

平成 19 年新潟県中越沖地震災害 48,831,864 

富山県高波災害 12,396,520 

平成 20 年岩手･宮城内陸地震（岩手県） 

             （宮城県） 

802,396,908 

788,779,723 

富山県 7月大雨災害 16,095,808 

金沢豪雨災害 24,995,389 

8.28 愛知県集中豪雨災害 34,761,708 

合  計 1,728,257,920 

平成 20 年度 災害義援金の受付状況 
円 

緊急セットの搬送 

（愛知県集中豪雨災害） 

緊急セット 安眠セット 毛布 



国内型緊急対応ユニット（ｄＥＲＵ）配備状況 

平成 20 年岩手・宮城内陸地震における 

こころのケア活動 

 

（２）大規模災害への対応能力の強化 

  ア 救護訓練の実施 

大規模災害に備えて、本社、ブロック及び支部の合同訓練を実施して、

日本ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）との協働活動による災害の超急性期

対応、消防や自衛隊など他の防災機関との連携、広域支援体制の強化を図

りました。 

イ ｄＥＲＵの整備 

国内型緊急対応ユニット（ｄＥＲＵ）を千葉県及び大阪府の 2 支部に配

備しました。この結果、本社・支部 15 施設に配備を終えました。この配備

計画は、東海地震等の地震強化地域、各ブロック代表支部等に整備を進め

てきたものです。 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ こころのケア実施体制の強化 

日本赤十字社は、災害時における 

こころのケア活動を救護活動の重要 

な柱の一つに位置づけ、286 人のこ 

ころのケア指導者により救護班要員 

に対する研修を実施しており、平成 

20 年度は 78 回、8,036 人に対して 

研修を行いました。 
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 ｄＥＲＵ資機材（車両、テント型診療所） 
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エ 防災ボランティア活動の環境整備 

災害時に活動する防災ボランティアを対象に、こころのケアを含む知識

や技術を学ぶ研修会やリーダーの養成研修会を各支部で実施しました。 

現在、日本赤十字社の防災ボランティアには、赤十字奉仕団のほか、個人

26,889 人、及び 102 団体（23,397 人）が登録しています。 

平成 20 年度は、支部職員及び防災ボランティアによる検討会を開催して

今後の防災ボランティアの活動体制、活動内容、人材の確保について検討し、

課題の整理を行うこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こころのケア要員数及びこころのケア指導者数 

  

平成 20 年岩手・宮城内陸地震における 

防災ボランティア活動 

 

平成 20 年 8 月 28 日からの大雨災害における 

防災ボランティア活動 

 




